
「とくしまマラソン２０２６ アスリートビブス」協賛 募集要項

１. 趣旨

令和８年３月２２日に開催する「とくしまマラソン２０２６」を支援いただくとともに、

企業・団体様の広報活動の場としてご活用いただくため、フルマラソンのランナーが着用

する「アスリートビブス（ゼッケン）」へロゴを掲載いただく協賛者を募集いたします。

本募集は、「最高額提案方式による公募選定」により協賛者を決定いたします。

２. 協賛対象物件（媒体概要）

ア 対象物件：とくしまマラソン２０２６ アスリートビブス

発行枚数 約１７,０００枚

（ゲスト等を含むフルマラソンランナー約８,５００人×前面、背面の２枚）

ランナーへは令和８年３月上旬に事前発送予定

イ 掲載箇所：アスリートビブス前面上部及び背面上部

ウ ロゴ掲載サイズ：縦60mmm×横240mm

エ 視認効果：大会当日の沿道、メディア露出、公式写真、SNS投稿等

オ そ の 他：アスリートビブス以外に以下の特典を付与

（ア）大会プログラム（冊子）への広告掲載（１ページ）

（イ）大会公式ＨＰへのバナー掲載（特大サイズ）

（ウ）スタート／フィニッシュ会場での設置物へのロゴ掲載

（エ）大会公式ＳＮＳ（X、Facebook、Instagram）での情報発信

３. 募集条件

ア 募 集 者 数：２者（前面、背面各１者）

協賛金額の最も高い事業者を前面、２番目の事業者を背面に掲載。

ただし、有効な応募が１者のみの場合は、当該事業者を前面、背面

の両面に掲載。

イ 最低協賛金額：３００万円（消費税及び地方消費税込み）以上

※この金額を下回る提案は無効となります。



４．応募資格

次のアからウまでの事項を満たすこと

ア 徳島県内に本社又は営業所等を置く事業者であること

イ 次の（ア）から（キ）までのいずれの事項にも該当しないこと。

（ア）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力団

の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を

経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制下にある団体。

（イ）会社更生法(昭和１４年法律第１５４条）に基づく更生手続開始の申立て、民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平

成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた者。

（ウ）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第

３条又は第８条第１項第１項に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認

定された日から２年を経過しない者。

（エ）徳島県の県税（法人事業税・法人県民税等）、法人税、地方法人特別税、消費税

及び地方消費税並びに延滞金等を滞納している者。

（オ）労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者。

（カ）役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がい

る団体。

ａ 破産者で復権を得ない者。

ｂ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から２年を経過しない者。

（キ）特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する等適

当でないと認められる者。

ウ とくしまマラソンに継続して協賛している事業者と業種・事業領域が重複しないこ

と。（重複についての判断は、事務局において行いますので、確認が必要な場合はお問

い合わせください。）



５．応募者に求められる事項

本件に応募しようとする者は、４のア及びイに規定する応募資格を有することを誓約す

る書類（以下「応募資格確認申請書」という。）を提出してください。

応募資格確認申請書の審査の結果、応募資格を有すると判断した者に限り本件に応募で

きます。

ア 提出期限 令和８年１月１５日（木）午後５時必着

イ 提出場所 とくしまマラソン実行委員会事務局

〒770-8570 徳島市万代町１－１

（徳島県庁スポーツ振興課交流拡大室内）

ウ 提出方法 直接持参又は郵送

なお、応募資格確認申請書の審査の結果、応募資格がないと判断した場合のみ、とくし

まマラソン実行委員会事務局より連絡します。

６. 応募方法

ア 協賛申込書の作成

協賛申込書は所定の様式によるものとし、次に示す内容を満たしたものとしてくださ

い。

（ア）協賛申込書には、協賛金額、協賛対象物件、記入年月日、並びに所在地及び商

号又は名称並びに代表者の職名及び氏名を記載してください。

（イ）文字はすべて「かい書」とし、インク又はボールペンで明確に記載してくださ

い。

（ウ）「協賛金額」はアラビア数字により記載し、訂正はできません。「協賛金額」は、

「とくしまマラソン２０２６アスリートビブス」の協賛における総価を記載して

ください。

なお、協賛者の選定にあたっては、協賛申込書に記載された金額をもって協賛

金額とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、消費税及び地方消費税額を含めた金額を「協賛金額」として協

賛申込書に記載してください。

（エ）「協賛対象物件」は、「とくしまマラソン２０２６アスリートビブス」と明確に

記載してください。

（オ）提出した協賛申込書を書き換え又は撤回することはできません。



イ 協賛申込書の提出方法

アにより作成した協賛申込書を、封緘のうえ、令和８年１月２０日（火）午後５時必

着で、５のイに記載の提出場所まで郵送または持参により提出してください。

郵送又は持参のいずれの提出方法による場合でも、協賛申込書を封緘した封筒には、

「とくしまマラソン２０２６アスリートビブス協賛申込書在中」と記載してください。

ウ 協賛申込の無効

次の各号の一に該当する協賛申込は無効とします。

（ア）４に規定する応募資格のない者の協賛申込。

（イ）イで指定した日時までに到達しない協賛申込。

（ウ）記名のない協賛申込。

（エ）協賛申込書の記載事項が不明確であり、または一定の金額をもって協賛金額を

表示しない協賛申込並びに次に掲げるところによりした協賛申込。

（１）鉛筆、その他容易に改ざんできる筆記具で作成したもの。

（２）金額をアラビア数字以外で記載し、または訂正したもの。

（３）「協賛対象物件」の記載のないものまたは記載を誤ったもの。

（４）「住所及び氏名」の記載を誤ったもの。

（オ）同一事項に対してした２通以上の協賛申込。

（カ）前各号に掲げるもののほか、協賛申込に関する条件に違反した協賛申込。



７. 協賛者の選定手続等

ア 協賛申込書の開封及び協賛者の選定日時等

令和８年１月２１日（水）午前１０時に、県庁７階７０２会議室において、第三者立

ち会いの下、提出のあった協賛申込書を開封します。

応募者は開封時に立ち会うことができます。

イ 協賛者の選定方法

協賛申込書に記載の協賛金額により、最低協賛金額以上で最も高い協賛金額を提示し

た事業者をアスリートビブス前面への協賛者、２番目に高い協賛金額を提示した事業者

をアスリートビブス背面への協賛者とします。

最高金額又は２番目の協賛金額とすべき者が複数あった場合は、直ちに当該応募者に

くじを引かせて優先順位を決定します。なお、立ち会わない者又はくじを引かない者が

あるときは、これに代わって本件に関係のない者にくじを引かせ、優先順位を決定しま

す。

８. 応募スケジュール

応募資格確認申請書提出：１月９日（金）から１月１５日（木）午後５時必着

協賛申込書提出：１月２０日（火）午後５時必着

協賛者選定日時：１月２１日（水）午前１０時


